
① 別記様式第17号

②
様式は任意です。
（国名と送出機関名を必ず
記載すること）

③ 参考様式第２－９号

④
発行されていない国の場合
は、提出は必要ありませ
ん。

⑤

⑥
現地語版、日本語版の両方
が必要です。

⑦
現地語版、日本語版の両方
が必要です。

⑧

⑨

⑩

⑪
通訳人を登録する必要があ
ります。

★
該当する送出機関に目印を
付けてください。

申請者の概要書（新たな国又は地域から技能実習生の
送出しを受ける場合）

番号 必要な書類 備考チェック

□

□

□

外国の送出機関の登記や登録がされていることを証す
る書類（※）

外国の送出機関が技能実習に関する事業を適法に行う
能力を有する書類（ライセンスなど）（※）

□

□

□
監理団体との間に締結された契約書（協定書）

（許可番号：許　　 　　00　　　　）（許可日　　　　／　　　／　　　）

監理団体名：

変更届出書

外国の送出機関の概要書

□ 外国政府認定送出機関リストの該当部分
（外国政府認定送出機関の場合）

変更後の送出機関一覧

外国政府認定送出機関の認定書の写し
（発行されている場合　例：ベトナム）

□
□
□
□
□

監理団体の許可に関する外国の送出機関の誓約書
（※）

外国の送出機関の推薦状（※）

外国の送出機関が徴収する費用明細書（※）

外国の送出機関の追加（変更届出書）

外国政府認定送出機関の場合には（※）の書類は不要となります。

→ 例：ベトナム、フィリピン、カンボジアなど

！


